
令和 5年度第 1回 豊中市総合計画審議会 

 

【日時】令和 5年（2023年）7月 3日（月）18時 30分～20時 00分 

【場所】豊中市役所第二庁舎 4階第一会議室または Zoomによる WEB会議 

 

次 第 

 

１．今年度のスケジュール及び部会について 

 

 

２．第４次豊中市総合計画後期基本計画行政評価指針（案）について 

 

 

３．その他 

＜今後の日程＞ 

   ○第１回第一部会 

10月 5日（木）18時～（WEB会議または豊中市役所 第二庁舎 5階第 1会議室）  

 

   ○第１回第二部会 

   10月 17日（火）18時～(WEB会議または豊中市役所 第二庁舎 4階第 1会議室） 

 

   ○第２回全体会 

   11月 7日（火）18時～(WEB会議または豊中市役所 第二庁舎 3階大会議室） 

＜資料＞ 

○ 次第 

○【資料１】総合計画審議会に係る規則等について 

○【資料２】豊中市総合計画審議会 令和 5年度委員名簿 

○【資料３】令和 4年度総合計画審議会等のスケジュールについて 

○【資料４】第４次総合計画後期基本計画行政評価指針(案) 

○【資料５】第４次総合計画後期基本計画行政評価指針(案)の概要 

○【資料６】後期基本計画の政策（施策）評価シート（案） 

〇【参考１】第４次総合計画前期基本計画行政評価指針 

○【参考２】前期基本計画の施策・施策の方向性シート 

○【参考３】第４次総合計画後期基本計画（本編） 



豊中市総合計画審議会に係る規則等について 

 

１．豊中市総合計画審議会規則 

第１条 この規則は，執行機関の附属機関に関する条例（昭和２８年豊中市条例第３８号）第

２条の規定に基づき，豊中市総合計画審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営そ

の他審議会について必要な事項を定めることを目的とする。 

第２条 審議会は，市長の諮問に応じて総合計画に関する重要事項について調査審議し，意見

を答申するものとする。 

第３条 審議会は，委員１１人以内で組織する。 

第４条 委員は，次の各号に掲げる者のうちから，市長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 市民（市の区域内に事務所又は事業所を有する者，市の区域内に存する事務所又は事業

所に勤務する者及び市の区域内に存する学校に在学する者を含む。） 

２ 前項第２号に掲げる者は，公募により選考する。ただし，応募がなかったときその他やむ

を得ない理由があるときは，この限りでない。 

第５条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。

２ 委員は，前条第１項第２号の委員を除き，再任されることができる。 

 ３ 市長は，特別の理由があると認める場合は，第１項の規定にかかわらず，委員を解嘱す

ることができる。 

第６条 審議会に会長を置く。 

２ 会長は，委員の互選によって定める。 

３ 会長は，審議会の事務を総理し，審議会を代表する。 

４ 会長に事故があるときは，あらかじめ会長が定めた委員が，その職務を代理する。 

第７条 審議会は，会長が招集し，会長が議長となる。 

２ 審議会は，委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するとこ

ろによる。 

第８条 会長が必要と認めるときは，審議会に部会を置くことができる。 

２ 部会は，会長が指名する委員で組織する。 

３ 部会に部会長を置き，部会に属する委員のうちから会長が指名する。 

４ 部会長は，部会における審議状況及び結果を審議会に報告しなければならない。 

第９条 会長は，必要があると認めるときは，関係者の出席を求め，その意見を聞くことがで
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きる。 

第１０条 審議会の庶務は，都市経営部経営戦略課において処理する。 

第１１条 この規則に定めるもののほか，審議会の運営について必要な事項は，会長が定める。 

附 則 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

２ 豊中市総合計画審議会規則（昭和４３年豊中市規則第３０号）は，廃止する。 

３ この規則施行後最初に招集される審議会の招集及び会長が決定されるまでの審議会の議長

は，市長が行うものとする。 

４ 令和２年６月２日から令和４年５月３１日までの間に委嘱される第４条第１項第２号に掲

げる者のうちから委嘱される委員の任期は，第５条第１項の規定にかかわらず，同日までと

する。 

附 則（昭和６３年５月１０日規則第１８号抄）～附 則（平成３１年３月２２日規則

第３３号抄） 省略 

附 則（令和２年５月８日規則第４６号） 

 この規則は，公布の日から施行する。 

 

２．豊中市情報公開条例（抜粋） 

(会議の公開) 

第２３条 附属機関等の会議(法令等の規定により公開することができないとされている

会議を除く。)は，公開するものとする。ただし，次に掲げる場合は，非公開とすること

ができる。 

(1) 不開示情報が含まれる事項について調停，審査，審議，調査等を行う会議を開催する

場合 

(2) 物理的な妨害行動等が客観的に予測され，当該会議の公正かつ円滑な運営に支障が生

じると認められる場合 

 

３．審議会等の会議の公開の実施に関する要領（抜粋） 

第２ 公開，非公開の決定 

１ 審議会等の会議の公開，非公開については，条例に基づき，当該審議会等がその会議

において決定するものとする。ただし，新たに設置される審議会等であって，審議会等

の設置の趣旨，目的等から当該審議会等の会議を公開することが条例に基づき明らかな

場合は，当該審議会等を設置する執行機関が会議を公開することを決定することができ

る。 

 



2023.4.1現在

区分 所属等 名前

1
大阪大学 国際教育交流センター
センター長・教授

有川　友子

2
大阪人間科学大学
人間科学部 社会福祉学科　教授

 大野 まどか

3 関西学院大学 名誉教授 加藤 晃規

4 関西学院大学 総合政策学部 教授 宗前 清貞

5 近畿大学 総合社会学部　教授 久 隆浩

7
同志社大学 政策学部 嘱託講師
京都地方自治総合研究所 研究員

壬生 裕子

帝塚山大学 非常勤講師
近畿大学 非常勤講師

森　由香

8 豊中商工会議所　会頭 吉村 直樹

9 石井　達也

10 森山　孝彰

11 八木　三郎

豊中市総合計画審議会　委員名簿

（区分順・50音順・敬称略）

学識経験者

市民
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総合計画審議会 令和５年度のスケジュール

～６月 1月～12月

市
の
動
き

後
期
基
本
計
画

行
政
評
価
指
針

(

案

)

総
合
計
画
審
議
会

内容
11月

Ｒ
４
年
度

政
策
評
価
結
果

7月 8月 9月 10月

令和5年度

◎11/７（火）

第2回全体会

意見集案・リーディング

プロジェクトについて

●7/3（月）

後期基本計画行政評価

指針（案）の審議

●後期基本計画行政

評価指針の確定

◎8/31

2023年度(2022年度

実施)政策評価結果の公表

◎12月

政策評価結果に関する

意見集の完成・公表

◎10/1７（火）

第１回第二部会

第3・4章の政策

評価結果の検証

◎10/5（木）

第１回第一部会

第1・2・5章の政策

評価結果の検証

●後期基本計画行政

評価指針（案）の作成
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第４次豊中市総合計画後期基本計画

行政評価指針（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5 年（2023 年）●月 

都市経営部 経営戦略課 
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           １．はじめに                      

 

 

豊中市では、平成 12 年度（2000 年度）から事務事業評価を実施し、個々の事

務事業の見直しを行い、業務の効率化に取り組んできました。 

また、平成 19 年度（2007 年度）に施行された豊中市自治基本条例第 20 条の規

定により、総合計画に基づく行政評価制度を構築し、平成 24 年度（2012 年度）

から運用を開始しました。 

 

 平成 30 年度（2018 年度）からは第 4 次豊中市総合計画前期基本計画（以下、

「前期基本計画」という）に基づく市政運営を推進するとともに、前期基本計画

行政評価指針に基づき、ＰＤＣＡ（Plan―計画、Do－実行、Check－評価、Act

－改善）サイクルをまわし、進捗状況を評価してきました。 

この度、令和 5 年度（2023 年度）から第 4 次豊中市総合計画後期基本計画（以

下、「後期基本計画」という）がスタートしたことに伴い、新たに後期基本計画

行政評価指針を策定するものです。 

 

後期基本計画行政評価指針に基づき、これまで同様にＰＤＣＡサイクルをまわ

し、各施策に位置づける「令和9年度（2027年度）末に実現したい状態」の達成

に向け、後期基本計画の着実な進行を図ります。 
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        ２．行政評価制度の目的                   

 

 

◆成果重視の行政運営 

◆職員間の目的・課題の共有 

◆説明責任の確保 

 

 

○成果重視の行政運営 

・「どれだけ仕事をしたか」ではなく「どれだけ成果があがったか」とい 

う視点を重視した行政運営を行います。 

 

○職員間の目的・課題の共有 

・行政評価を行うことにより、施策や事務事業の目的と政策をとりまく課 

題を職員間で共有します。 

 

○説明責任の確保 

・評価結果を公表することで、施策や事務事業の現状について、市民・事 

業者への説明責任を確保することや、目的・課題を共有することにつな 

げます。 
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        ３．行政評価制度の構成                   

 

（１）行政評価制度の基本的な枠組み 

 

 

◆「政策評価」及び「事務事業評価」で構成 

・政策評価 ⇒ 総合計画の政策・施策を評価 

・事務事業評価 ⇒ 個別の事務事業を評価 

   ◆政策評価については、豊中市総合計画審議会で検証 

 

 

 

○行政評価制度は、総合計画の政策・施策を評価する「政策評価」と個別の事務

事業を評価する「事務事業評価」で構成します。 

 

○「政策評価」により、総合計画の政策・施策の進捗状況を把握し、その後の展

開を定めるとともに、「事務事業評価」により、個別の事務事業について適正

化・効率化・質の向上を図ります。 

 

【行政評価の構成】 

 

  

  
総合計画 

実施計画 

基本構想 

基本計画 

政策体系 

 

事務事業 

 

施策 

政策 

行政評価 

■目的 

・成果重視の行政運営 

・職員間の目的意識の共有 

・説明責任の確保 

 

政策評価※ 

事務事業評価 

※豊中市総合計画審議会で検証 
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（２）政策評価 

 

 

【定  義】  「まちの将来像」の実現に向けて、政策・施策がどれだけ

進んだかの評価を行うこと 

【目  的】  総合計画の進行管理 

【対  象】  後期基本計画の 16 施策及びリーディングプロジェクト 

【評 価 者】  施策を担当する部局長 

【結果の活用】 政策・施策を改善していくうえでの判断材料とし、その後

の「施策の方向性」に沿った取組みへとつなげる 

 

 

○後期基本計画では、各施策に「令和 9年度末に実現したい状態」と「重要目標

達成指標(ＫＧＩ)」を設定し、どれだけ実現したい状態に近づいているかを基

本的な視点として、施策ごとの進行管理を行います。 

 

○「令和 9年度末に実現したい状態」の達成に向けて、各施策に「施策の方向

性」を設定し、取組みの方向性を示しています。 

 

○「重要目標達成指標(ＫＧＩ)」は、アウトカム(成果)・アウトプット(活動内容

や活動量)両方の視点から総合的に実現したい状態を測る主な指標として設定し

ています。 

 

○部局長が、重要目標標達成指標(ＫＧＩ) 及び取組みに関する分析結果をふま

え、関係する部局と調整したうえで、施策の評価を行います。 

 

○評価結果は、政策や施策を改善していくうえでの判断材料とし、その後の「施

策の方向性」に沿った取組みへとつなげます。また、第５次豊中市総合計画策

定の参考とします。 
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（３）事務事業評価 

 

 

【定  義】 個別の事務事業の費用や効果、効率などを分析し、事務事業 

の見直しを図ること 

 【目  的】 事務事業の適正化・効率化・質の向上を図るため 

【対  象】 前年度に実施した事務事業 

【評 価 者】  事務事業を担当する課の課長 

【結果の活用】担当課における事務事業の見直し 

業務の管理 

 

 

○事務事業評価では、手段や資源配分の観点から前年度に実施した事務事業をふ

りかえり、事務事業の適正化・効率化・質の向上を図ります。 

 

○事務事業評価は、事務事業それぞれの活動量を定量的に分析するとともに、必

要性や運営方法等、多面的な観点から評価します。 

 

○事務事業評価の結果については、予算や組織等、行政運営に関する既存の諸制

度と関連づけながら活用します。



 

6 

 

    ４．政策評価における総合計画審議会の役割             

 

 

【目  的】 政策評価の適正な運用及び客観性の向上 

【委員構成】 市民、学識経験者等 

【対  象】 後期基本計画の 16 施策及びリーディングプロジェクト     

※【結果の反映】政策評価の制度の改善 

 

 

 

○政策評価の適正な運用及び客観性の向上を図るため、取組みの成果や残された

課題・今後想定される事項をふまえて、今後の取組みが書かれているか、また

それぞれの内容がわかりやすいものになっているかを分野横断的かつ俯瞰的な

視点に立ち、検証を行います。 

 

※審議会による検証を受け、政策評価制度の改善や次年度の評価時の参考としま

す。 
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  ５．マネジメントサイクルにおける政策評価の位置付け          

 

【マネジメントサイクルイメージ】 

 

 

 

○政策評価結果は、政策の進捗把握や市政運営を進めるうえで施策の優先を決

める判断材料として活用します。 

 

○次年度の事業計画・予算編成などに十分反映できるよう、政策評価結果を５

月末に仮策定を行い、事務事業評価とあわせて 8 月末に公表します。 

 

 



【資料 5】 

第４次豊中市総合計画後期基本計画行政評価指針（案）の概要 

 

１．背景  

   市では、豊中市自治基本条例第 20 条の規定により、総合計画に基づく行政評価制度を構築し、行

政評価を運用しています。この度、令和 5 年度（2023 年度）から第 4 次豊中市総合計画後期基本

計画がスタートしたことに伴い、新たに第４次総合計画後期基本計画行政評価指針を策定するもの

です。 

 

２．策定のポイント 

（１）基本的な考え方 

    第４次総合計画は１０年間共通の基本構想に基づくものであり、行政評価指針における基本的な

考え方は、第４次総合計画の計画期間中、共通するものです。そのため、後期基本計画行政評価指

針の策定にあたっては、前期基本計画行政評価指針の考え方を踏襲し策定します。 

 

（２）デジタル予算書との連動 

      デジタル予算書で政策評価⇔事務事業評価⇔各事務事業に紐づく予算管理事業を連携します。 

    

（３）政策評価単位の見直し 

令和３年度に、約１２００の細事業単位で評価していた事務事業を約３００程度に見直しを行っ

たことで、事務事業を施策の方向性の単位に近い単位で評価できるようになりました。合わせて、

デジタル予算書で政策評価・事務事業評価・予算管理事業を一元的に管理できることから、前期

基本計画における施策（17 シート）、施策の方向性（51 シート）およびリーディングプロジェクト

（２シート）を後期基本計画では施策（16シート）およびリーディングプロジェクト（１シート）に統合

します。（政策(施策)評価シート(案)：資料６） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

統合 



【資料 5】 
３．評価スケジュールについて 

 

 令和５年度 令和６年度 

評価内容 令和４年度実施分 令和 5 年度実施分 

行政評価指針 前期基本計画行政評価指針 後期基本計画行政評価指針 



後期基本計画の政策（施策）評価シート（案）

（１）「令和9年度末に実現したい状態」に向けて効果のあった取組み

（２）重要目標達成指標（ＫＧＩ）

（３）取組みの結果、地域社会に与えた成果（インパクト、アウトカム）

（５）「令和9年度末に実現したい状態」に向けての今後の取組み

（８）関連する事務事業

（７）「令和9年度末に実現したい状態」に向けた「施策の方向性」に沿った取組み内容について

※選択式の文章を掲載（(4)～(5)の記述をもとに選択）

（６）「令和9年度末に実現したい状態」に向けた取組みの進捗度について

※選択式の文章を掲載（(1)～(4)の記述をもとに選択）

（４）取組みの結果、残された課題または社会の変化など今後想定される事項

デジタル予算書で事務事業評価と連携

CHECK

PLAN

DO

ACTION

(７)選択肢
① 取組み内容を拡充する
② 取組み内容を継続する
③ 取組み内容を変更する

(６)選択肢
① 想定以上に進んでいる
② 想定どおりに進んでいる
③ 想定よりやや遅れている
④ 想定より大幅に遅れている

【資料６】



【参考】後期基本計画の政策（施策）評価シート（案）の進捗評価について

(６)では「令和9年
度(2027年度)末に実
現したい状態」につ
いての進捗度を選択

してください。

施策の方向性に
沿った取組み内容

(７)では「施策の
方向性に沿った取
組み内容」の今後
の展開について選
択してください。

【資料６】


